
（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

第３ 器具及び容器包装 第３ 器具及び容器包装

Ａ 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格 Ａ 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格

１～７ （略） １～７ （略）

８ 食品衛生法施行令第１条に規定された材質の原材料であつ ８ 食品衛生法施行令第１条に規定された材質の原材料であつ

て、これに含まれる物質（その物質が化学的に変化して生成 て、これに含まれる物質（その物質が化学的に変化して生成

した物質を除く。以下同じ。）ごとに定める当該原材料を使 した物質を除く。以下同じ。）ごとに定める当該原材料を使

用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが 用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが

許容される量又は器具若しくは容器包装から溶出し、若しく 許容される量又は器具若しくは容器包装から溶出し、若しく

は浸出して食品に混和することが許容される量（以下「含有 は浸出して食品に混和することが許容される量（以下「含有

量等」という。）は、別表第１のとおりとする。ただし、着 量等」という。）は、別表第１のとおりとする。ただし、着

色料として使用される場合にあつてはこの限りでない。なお 色料として使用される場合にあつてはこの限りでない。なお

、別表第１に掲げる原材料であつて、これに含まれる物質は 、別表第１に掲げる原材料であつて、これに含まれる物質は

、次に定めるところによらなければならない。 、次に定めるところによらなければならない。

⑴ 別表第１第１表の物質名欄に掲げる合成樹脂の原材料で ⑴ 別表第１第１表⑴、⑵及び⑶の表の物質名欄に掲げる合

あつて、これに含まれる物質の含有量等は、制限がないも 成樹脂の原材料であつて、これに含まれる物質の含有量等

のとする。 は、制限がないものとする。ただし、器具若しくは容器包

装が同表⑴若しくは⑵の表の食品区分欄に使用が可能な食

品として定められていない食品に使用される場合（同表⑴

若しくは⑵の表に掲げる物質が食品に接触する部分に使用

されない場合を除く。）又は器具若しくは容器包装が同表

⑴若しくは⑵の表の最高温度欄に掲げる許容される最高温

度を超えて使用される場合においては、同表⑴若しくは⑵

の物質名欄に掲げる物質は同表の特記事項欄において特段

の定めがある場合を除き、当該器具若しくは容器包装の原

材料として使用されてはならない。

（削る） ⑵ 基ポリマー（材質の基本をなすものをいう。）は、別表

第１第１表⑴又は⑵の表の物質名欄に掲げる物質により構

別紙 



成されなければならない。ただし、同表⑴又は⑵の表の物

質名欄に掲げる物質を98％を超えて含み、それ以外の部分

は同表⑶の表に掲げる物質で構成される場合は、この限り

でない。

（削る） ⑶ 別表第１第１表⑵の表の物質名欄に掲げる物質は、塗膜

として使用されるものでなければならない。

⑵ 別表第１第２表の物質名欄に掲げる物質は、同表の特記 ⑷ 別表第１第２表の表の物質名欄に掲げる物質は、同表の

事項欄において特段の定めがある場合を除き、別表第１第 特記事項欄において特段の定めがある場合を除き、別表第

１表の物質名欄に掲げる物質に対して、同表中の材質区分 １第１表⑴又は⑵の表の物質名欄に掲げる物質に対して、

欄に定められた材質区分に該当する別表第１第２表の材質 同表中の合成樹脂区分欄に定められた合成樹脂区分に該当

区分別使用制限欄に掲げる量を超えて器具又は容器包装の する別表第１第２表の表の区分別使用制限欄に掲げる量を

原材料として使用されてはならない。 超えて器具又は容器包装の原材料として使用されてはなら

ない。

Ｂ～Ｆ （略） Ｂ～Ｆ （略）


